
円

見積日時・場所

業務委託場所

令和 8 年 3 月 19 日

委 託 業 務 名

見　積　結　果　報　告　書

9 時 35 分

契 約 金 額

第４庁舎第７
会議室

釜石市天神町5番20号（地番：天神町33番1）

随意契約理由

履 行 期 限

・当該事業者は、岩手県産材認証推進協議会が実施する産地証明制度によ
る、釜石市産木材の使用に関する木の選定、伐採、製材、加工（家具製作）
から販売に至る一連の工程について、市内で唯一証明可能な業者であるこ
と。
・当該証明は、森林環境譲与税を活用した家具製作に必要不可欠であるこ
と。

・上記の理由から、当該事業者を選定の上、地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号に規定に基づき、随意契約とするものである。

釜石市新市庁舎建設（造作家具）製作設置業務委託その2

岩手県釜石市片岸町1－1－1

氏　名

造作家具製作設置業務　一式

令和 8 年 6 月 30 日

釜石地方森林組合　 代表理事組合長　野田　武則

19,800,000

契約の相手方

住　所

業 務 概 要



現
説

見
積

〇
決
定

予 定 価格 （税 抜） 18,181,000 円

決 定 価格 （税 抜） 18,000,000 円
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18,000,0001 釜石地方森林組合

業　者　名

出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


